
令和3年度　公文書開示状況（1月決定分）

港湾局

　表の見方
　＜決定区分＞
　　・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、
　　　該当する項目に「１」を記入しています。
　＜（根拠規定）条例7条＞
　　・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
　＜公文書の件名＞について
　　・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
　　・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。
　　　ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。
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1 R3.12.20 R4.1.6

「令和３年度平久運河(枝川一・二丁目)内部護岸(改良)建設工事」、「令和３年度東雲
運河(枝川一丁目)内部護岸(改良)建設工事」の
共通仮設費算出根拠 64 1

港湾局
東京港建設事務所
海岸整備課

2 R4.1.5 R4.1.6

「令和２年度道路緑化現況調査委託」の
委託費総括書、委託総括書、種別内訳書

5 1
港湾局
東京港管理事務所
港湾道路管理課

3 R4.1.3 R4.1.17

令和３年度港湾工事設計単価表（令和３年１０月１日）

257 1 1

開示しない部分は、法人が販売する月刊
誌等の刊行物に掲載されている単価情報
を引用した単価である。これらの単価情
報は当該法人が保有する販売上の情報で
ある。
引用した単価が開示された場合、刊行物
を購入することなく不特定多数が単価情
報を入手し得ることになるため、刊行物
の販売に影響を及ぼすこととなる。
当該法人にとって、刊行物の販売収入は
事業運営を支える根幹であり、刊行物の
販売が阻害された場合、事業活動が損な
われることとなり、当該法人の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれると認め
られる。（条例第7条第3号に該当）

港湾局
港湾整備部
技術管理課

4 R3.11.23 R4.1.18

・平成14年第0071号事業用借地権設定契約公正証書（開示済み文書）
・平成24年12月３日付「事業用借地権設定契約の一部変更及び借地権の譲渡に関する覚
書」（開示済み文書）
・令和３年８月17日付３港臨誘第137号「東京都情報公開条例に基づく開示請求におけ
る公文書の一部開示決定について」

19 1 1 1 1 1

・個人の住所、氏名及び生年月日は、個
人の情報であり、特定の個人が識別され
るおそれがあるため。（条例第7条第2号
に該当）
・印影は、これらの情報を公にすること
により、偽造等の犯罪行為を容易にし、
犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあ
るため。（条例第7条第4号に該当）
・賃貸料・保証金額は、事業者の事業運
営に係る内部管理情報が含まれており、
これらの情報を公にすることにより、当
該法人の競争上又は事業運営上の地位が
損なわれるため。（条例第7条第3号に該
当）
・賃貸料の倍率は、公にすることによ
り、同様に倍率を乗じている他企業と比
較され、同種の事務を行う際に事業計画
の内容を調整されるなど適切な倍率が算
出できなくなり、今後の事業の適正な遂
行に支障を来たすおそれがあるため。
（条例第7条第6号に該当）

港湾局
臨海開発部
誘致促進課

5 R3.11.23 R4.1.18

・平成14年第0071号事業用借地権設定契約公正証書
・平成24年12月３日付「事業用借地権設定契約の一部変更及び借地権の譲渡に関する覚
書」 19

港湾局
臨海開発部
誘致促進課

決定区分 (根拠規定)条例７条
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決定区分 (根拠規定)条例７条

6 R3.11.23 R4.1.21

令和３年４月16日付開示請求に対し、令和３年６月15日決定３港総企計第115号に基づ
き一部開示した文書一式 61 1

港湾局
総務部
企画計理課

7 R3.11.23 R4.1.21

・令和３年４月16日付開示請求に対し、一部開示決定を行った起案文書（令和３年６月
15日決定３港総企計第115号）

79 1 1 1 1 1

・個人の氏名、肩書、郵便番号、住所及
び電話番号は、個人に関する情報で特定
の個人を識別することができる情報であ
るため。（条例第7条第2号に該当）
・事業者に関する情報（社名、住所）、
事業者を特定できる内容（公文書の件
名）、事業者の発言内容、都の発言内容
のうち事業者を特定できる内容は、法人
その他の団体に関する情報又は事業を営
む個人の当該事業に関する情報で、公に
することにより、当該法人等又は当該事
業を営む個人の競争上又は事業運営上の
地位その他社会的な地位が損なわれると
認められるため。（条例第7条第3号に該
当）
・都の発言内容のうち検討中の未成熟な
内容は、公にすることにより、率直な意
見の交換若しくは意思決定の中立性が不
当に損なわれるおそれ、確定した情報と
誤解され、不当に都民の間に混乱を生じ
させるおそれ又は特定の者に不当に利益
を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが
あるため。（条例第7条第5号に該当）ま
た、都の機関又は国、独立行政法人等、
他の地方公共団体若しくは地方独立行政
法人が行う事務又は事業に関する情報で
あって、公にすることにより、当該事務
又は事業の性質上、当該事務の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため（条
例第7条第6号に該当）

港湾局
総務部
企画計理課

8 R4.1.11 R4.1.24

平成28年度・平成29年度の「東京港における高潮浸水想定区域検討委員会」の
・第1回検討委員会の議事録、議事録（要約版）配布資料、別紙資料
・第2回検討委員会の議事録、議事録（要約版）配布資料、別紙資料
・第3回検討委員会の議事録、議事録（要約版）配布資料、別紙資料
・第4回検討委員会の議事録、議事録（要約版）配布資料、別紙資料

581 1
港湾局
港湾整備部
計画課

9 R4.1.20 R4.1.27

空港使用届出書
・令和3年12月27日、12月28日、令和4年1月4日分のうち、9:00から11:00までの間に離
陸した機体（新中央空港を除く）
・令和4年1月4日、令和4年1月8日分のうち、13:00から15:00までの間に離陸した機体
（新中央空港を除く）

25 1 1
・個人の氏名は、個人に関する情報で、
特定の個人を識別することができる情報
であるため。（条例第7条第2号に該当）

港湾局
離島港湾部
調布飛行場管理事務
所
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決定区分 (根拠規定)条例７条

10 R3.12.2 R4.1.31

・連合東京2020～2021年度　政策・制度要求【令和2年7月30日】、対都要請（連合東
京）に係る対応について（回答）【令和3年1月21日】
・2022年度東京都予算に対する要望【令和3年8月吉日】、都予算要望（消費者団体）へ
の回答【令和3年9月10日】
・都民などから受けたIRに関する質問、要望・意見書、提案 全20件【令和3年7月12日
ほか】

93 1 1 1 1 1

・個人の氏名及び個人を特定できる情
報、非常勤職員の氏名は、個人に関する
情報で、特定の個人を識別することがで
きる情報であるため。（条例第7条第2号
に該当）
・事業者名称、事業者を特定できる内容
は、法人その他の団体に関する情報又は
事業を営む個人の当該事業に関する情報
で、公にすることにより、当該法人等又
は当該事業を営む個人の競争上又は事業
運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため。（条例第7条
第3号に該当）
・印影は、公にすることにより、偽造等
の犯罪の予防その他の公共の安全と秩序
の維持に支障を及ぼすおそれがあるた
め。（条例第7条第4号に該当）
・都民の声総合窓口のメールアドレス、
案件ＩＤ、内線番号は、都の機関又は
国、独立行政法人等、他の地方公共団体
若しくは地方独立行政法人が行う事務又
は事業に関する情報であって、公にする
ことにより、当該事務又は事業の性質
上、当該事務又は事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため。（条例第
7条第6号に該当）
・契約関係の金額、内訳は、都の機関又
は国、独立行政法人等、他の地方公共団
体若しくは地方独立行政法人が行う事務
又は事業に関する情報であって、公にす
ることにより、契約事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため。（条例
第7条第6号に該当）

港湾局
総務部
企画計理課
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決定区分 (根拠規定)条例７条

11 R3.12.2 R4.1.31

・局長レク（資料・議事要旨）「令和2年度特定観光複合施設に関する調査委託につい
て」【令和2年11月10日】
・局長レク（資料・議事要旨）「接触ルールについて」【令和3年1月6日】
・ＩＲの誘致を表明している４自治体の令和３年度予算（案）状況について
・各自治体の特定複合観光施設区域実施方針、募集要項について【令和3年4月15日】
・カジノ管理委員会施行規則（案）の概要について【令和3年5月13日】
・海外ＩＲエリアの状況（コロナによる影響からの状況変化等）【令和3年5月26日】
・各自治体アドバイザリー契約内容比較【令和3年7月28日】
・局長レク（資料・議事要旨）「ＩＲに関する状況について」【令和3年8月12日】
・副知事説明（資料・議事要旨）「統合型リゾート（ＩＲ）の状況について」【令和3
年11月2日】
・局長レク（資料・議事要旨）「統合型リゾート（ＩＲ）の状況について」【令和3年
11月5日】
・令和2年度特定複合観光施設等に関する調査委託（2港総企計第402号）【令和2年11月
10日決定、同月17日施行】
・令和2年度特定複合観光施設等に関する調査委託（指名）（2港総財第823号）【令和2
年12月1日】
・令和2年度特定複合観光施設等に関する調査委託に係る契約手続きの中止について
（依頼）（2港総企計第452号）【令和2年12月4日】
・令和2年度特定複合観光施設等に関する調査委託（契約手続きの中止及びこれに伴う
関係書類の返戻について）（2港総財第871号）【令和2年12月8日】
・2022年度東京都予算に関する要請書【令和3年7月30日】、対都要請（都民生活）に係
る対応について（回答）【令和3年8月16日】
・令和4年度東京労働者福祉協議会および傘下事業団体の行う福祉事業活動への助成と
協力に関する要請【令和3年10月22日】、対都要請（労福協）に係る対応について（回
答）【令和3年11月12日】

150 1
港湾局
総務部
企画計理課

12 R3.12.2 R4.1.31

・令和３年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求【令和2年11月19日】
・令和４年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求【令和3年6月24日】
・令和４年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求【令和3年11月17日】

開示請求に係る公文書は、東京都公式
ホームページにおいて閲覧できる情報と
同一の情報が記載された公文書であり、
東京都情報公開条例第18号第2項により
開示しないものであるため。

港湾局
総務部
企画計理課

13 R3.12.2 R4.1.31

・知事に報告・説明した記録
・IRに関して、国からの意見照会文書と回答した文書

1
当該請求に係る公文書は作成及び取得し
ておらず、存在しない。

港湾局
総務部
企画計理課

5


